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鎌倉市における下水道管の点検の取組について

令和７年３月2７日（木）

神奈川県鎌倉市

資料１



埼玉県八潮市の中央一丁目交差点で道路陥没事故が発生。令和７年１月28日

令和７年１月29日 国土交通省は、大規模な下水処理場や下水道管を管理する
都道府県に緊急点検を要請。

令和７年２月14日 管径1.35ｍ以上の下水道管(汚水)を対象に目視による点検
を実施。⇒異常は見られなかった。

埼玉県八潮市道路陥没事故を受け鎌倉市で実施した緊急点検について

令和７年２月10日 神奈川県から、これまでの点検実施時期にかかわらず緊急
点検を行い、異状があることが把握された場合、補修を行う
など適切な措置を行うよう事務連絡を受けた。

令和７年３月11日
～12日

上記調査に加え、管径1.35ｍ以上の下水道管(汚水・雨水)が
埋設されている市道の路面市下空洞調査を実施。
⇒危険度の高い空洞は検知されなかった。
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点検箇所

埼玉県八潮市道路陥没事故を受け鎌倉市で実施した緊急点検について
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調査箇所

埼玉県八潮市道路陥没事故を受け鎌倉市で実施した緊急点検について
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七里ガ浜第3汚水幹線

過去に鎌倉市で起こった陥没事故

坂ノ下の鎌倉海浜公園
坂ノ下地区付近歩道陥没
(平成２８年４月)

高波による道路擁壁の破損
(令和元年１０月)

高波による歩道の沈下
(令和元年８月)
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硫化水素の発生で管渠が劣化-破損
⇒歩道下部に空洞が発見(平成２２年３月)



鎌倉市の下水道の現状

鎌倉市の公共下水道(汚水）の現状

昭和33年(1958年) 鎌倉処理区の都市計画決定、事業認可
昭和47年(1972年) 七里ガ浜下水道終末処理場の運転開始
昭和61年(1986年) 大船処理区の都市計画決定、事業認可
平成 5年(1993年) 山崎下水道終末処理場の運転開始

令和５年度末における、鎌倉市の公共下水道(汚水)管渠の
総延長は約500Km。 このうちの約24%(延長約120Km)
が標準耐用年数の50年を超えている。

運転開始から
５３年！

運転開始から
３１年！

様々な不具合が発生

・管渠の破損、木根侵入による管渠の閉塞、雨天時の浸入水による溢水など
市民要望 ２００～２５０件/年 修繕-補修対応 60～80件/年
道路陥没 ５～６件/年

・七里ガ浜浄化センターで、送風機が突発故障で緊急停止。
・山崎浄化センターでも、送風機が突発故障で緊急停止。
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計画的な維持管理・修繕改築

「下水道施設の管理は、これまでは、破損等が発生してから修繕改築を行う「事後
保全型管理」としてきましたが、今後、老朽施設が更に増加することから、破損等
する前に危険度に応じて修繕改築を行う「予防保全型管理」を順次導入することで、
事故の発生を抑制するとともにコストの縮減・平準化を進めていきます。」
（経営戦略 経営の基本方針）

施設名称 点検・調査頻度 改築の判定基準

管きょ，（マンホール，

マンホールふた）

腐食のおそれの大きい箇所

1回/5年の頻度で点検を実施。1

回/10年の頻度または点検で異

常を確認した場合に調査を実施。

緊急度Ⅰ,Ⅱで修繕・改築を検

討

重要施設（緊急輸送路・軌道下）お

よび民間開発団地、圧送管（露出

部）

1回/7年程度の頻度で点検を実

施。1回/15年の頻度または点検

で異常を確認した場合に調査を

実施。

一般環境下

1回/15年の頻度で点検を実施。

1回/30年の頻度または点検で

異常を確認した場合に調査を実

施。

鎌倉市下水道ストックマネジメント計画(管路施設)
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